
お茶の水地理 第32号 1991年

清末台北の都市空間形成過程

1. はじめに

1895年,台湾は日本の領有するところとなり,

植民地的経営によって,全島規模での近代的建設

が推進されていった｡そのちょうど十年前,台湾

は福建省の帰属から離れ-省として独立し,政治

的統合が始まったところであった｡

本論は,清末 ,台湾省が建 省 され た1885

(光拷ll)年から1891年まで6年間の在位期間に

台湾巡撫 (知事)劉銘樽が実施した改革事業に焦

点をあて,その改革を通 じて台湾に近代化の基盤

が整備されていく過程において,省都-台北の都

市空間がいかに創出されていったかを考察するも

のである｡

劉銘樽 (1836-1896)は,安徽省に生まれ,大

陸においては洋務派軍人官僚として,太平天国の

乱平定などの功があったが,1884(光緒10)午,

フランス軍台湾侵略の際に台湾省事務大臣として

台湾に派遣され,防戦を指揮してフランス軍を撃

退 した｡その功を認められ,1885(光緒11)年台

湾省が建省されると,初代台湾巡撫に任命され,

1891(光緒21)年､病気を理由に辞任するまで台

湾の近代的改革に尽力した｡

一般的に台湾における近代化は,日本植民地時

代が端緒だと,認識されている｡従って,台湾の

近代化過程及び近代的都市化過程に関する研究

も,日本植民時代に限られ,またその研究も植民

地支配の政治的 ･及び経済的側面が重視され,そ

の功罪について論及 しているものが多い1)｡一

方,清末,劉銘樽の改革に関する研究は,その改

革自体を分析した研究が多 く蓄積されているが,

いずれも劉銘樽の人物像を措きだすことにより重

点が置かれている傾向がある2)0

本論では,劉銘樽の改革事業を台湾における近

代化過程の濫腸 として把え,その諸政策を通 じ

て,台北において ｢近代的都市空間｣形成が推進

されていった過程を分析していきたい｡

その際,劉銘樽の改革が清朝の封建的な政治 ･

葉 借 韓

社会的枠組みの中において実行されたという点に

留意する必要がある｡1683年 ,清の版図下に入

り,移住民が開拓を始め,次第に都市を発達させ

て以来,移住民が目標としてきたのは,中国本土

的な都市の建設であった｡すなわち,城壁,寺廟

建立を象徴とする都市景観の創出と儒教的諸制度

の実施が,晴代における都市形成原理だったので

ある｡

以上の観点から,まず劉銘樽の改革事業を,国

土の基盤整備及び経済開発の側面から概観し,そ

れを通 じて台北の経済的中心としての機能が一層

強化されていく過程を明らかにする｡さらに,行

政中枢としての地位を確立していくなかで,台北

の都市空間がいかに創出されていったのかを考察

していくこととする｡

2.基盤整備事業

劉銘樽の改革の目的は,1887(光緒13)年上奏

した,鉄道敷設の儀において明らかである｡

｢台湾島は既に我が国海防の要地た り,此建省の

時に当り,宜しく速に殖産を振興し,工商を招来

し,以て富強の計を為すべし,而して其事を行は

んと欲せば,必ず先づ其器を利にす, ･･新に輪

船公司を設け,以て淡水,新嘉波 (シンガポー

ル),西頁 (サイゴン)等の港を往来す,然れども

台湾内地の運輸未だ便ならざる以て,遂に沿山の

貨物港口に配至する能はざるを致せ り, ･･南洋

の僑商,素と台湾の土地肥沃,HJ.産繁盛,官府又

力を濁して鼓励するを聞き,多 く台に来た りて経

営せんと欲す,然ども制裁満地道路崎帳なるがた

め,工商衆集貿易勃興を期せんと欲するも,宴に

易事に非す,擬 して鉄路を築造し,基隆より起 り

以て台南に達 し,各港と連絡するを請ふ,特に以

て全台の商務を振はすべきのみならず,而も亦大

に海防に稗けあらん, ･･以下略 ･･3)｣

すなわち,｢富国強兵｣の目標に向けて,産業開

発 ･商業振興を図るため国土整備の必要性を説い

ている｡そこで,近代化の ｢基礎工事｣としての
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基盤整備事業がいかに推進されたか,以下に概観

していきたい｡それは,社会状況の不安定な移住

民社会からの脱却をも意味 し,行政的な治安維持

･土地管理を実行する改革から始まった｡

(1) 行政 ･警察組織の整備

1885(光緒11)午,台湾省が建省されたのに伴

い,巡撫衛門 (省庁)が台北に設置され,地方政

府は,第 1図のように大倣 (現台中)に台湾府,

台南に台南府,そして台北府の3府と台東直轄州

が置かれ,府下は州-庁-県に分割された｡

清朝政府の行政管理の不徹底は,移住民社会に

おいて社会的な不安をもたらし,武器を用いた闘

争-分類械閲が各地で頻発するところとなってい

た｡そのため各地域集団は,隣保連帯の自治的警

察補助組織-保甲制度4)及び民兵による防備機関

-団練制を姐織 し自衛に努めていたのである｡そ

の組織は,10戸で 1牌,10牌で 1甲,10甲で 1保

と統合され,各々,牌頭,甲長,保正を置いた｡

保甲制度の Fで司るのは,警察 ･戸籍管理 ･税務

第 1図 清末行政区域 (1885-1895)

などの職務で,なかんず く警察職務が最も重要で

あった｡劉銘樽はこれらの狙織を確立し,省政府

の統治機構に組み込み,地域の治安維持を行政的

に行ったのである｡台北城内に保甲総局を設け,

各府州庁県に分局を配置した｡台北には総局のは

か,艦碑と大稲堤の 2街に分局を創設し,総局に

20名,分局には4名の巡丁を置いて日夜市街の巡

響,治安維持にあたらせ,社会秩序の安定を図っ

た 5)0

(2) 土地調査-清賦事業

台湾においては大陸からの移住民が無秩序に開

拓地を拡大していったため,土地管理は素乱を極

めていた6)｡劉銘樽は産業化に先立ち,台湾にお

いて初めての土地調査に着手した｡すなわち,全

島の田地測量を行い,田地を等級に分類 して地租

の一定化を図る,清賦事業の実施である｡その目

的は,台湾における近代化事業推進の財源を確保

すること,従来の土地所有関係を整理 し,土地所有

関係が明確化した台湾の土地-,南洋華僑を始め

とする台湾内外資本を誘致することであった7)0

清賦事業は,1886(光緒12)午,台北に淡水清

賦総局を設置し,戸口調査 ･土地測量が台湾北部

淡水地方から始められた｡耕地は上 ･中 ･下 ･下

下の四等級に分類 し,各等級毎に定められた賦率

が課され,最終的には ｢丈単｣を地租納税者に発

給 して土地所有関係を明確化したのである｡従来

の土地所有関係は,大租戸 (地主)-小租戸 (小

作人)一現耕佃人 (小租戸の小作人)の三階級が

形成され,一つの土地に大観戸,小租戸各々が租

権を所有する, "-田両主制''が成立 していた

が,清賦事業の結果,丈単 (土地所有権)が小租

戸に与えられ,大租戸は土地所有権放棄の代償と

して,小租戸から収穫の六割を取得するかたちで

整理された8)｡この土地所有関係は "減四留六''

法と称され,台湾特有の形態である｡清賦事業の

結果多くの隠田が摘発され,登録耕地数は,35万

甲 (1甲-約 3千坪)の増加,地租収入は50万余

元の増収となった (第 1表)｡しかしその一方,課

税 ･増税に対する農民の反発も次第に強まり,南

下するほど測量作業が難行したのも事実である｡

1888(光緒14)年には彰化で施九段の乱が勃発し

たことにより中断し,清賦事業は北部地域におい

てのみ,完遂された｡

次に,産業化の前提条件としてのインフラ施設
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の建設を概観する｡

(3) 鉄道敷設

｢中国鉄道の興 りは,実は銘樽 より之を発す｣9)

といわれるように割は台湾赴任以前すでに大陸に

おいて,国防事業のため鉄道敷設の必要性を建議

し,保守派大臣の反対にあって挫折している｡台

湾鉄道建設の建議の際には,建設費用を民間から

調達する財政計画を立て,批准を得た｡すなわ

ち,建設費は,百寓両の商股銀 (株券)を民間に

募 り,鉄道の収益によってその元利を償還すると

いう方式が採られ,1886(光緒12)午 ,シンガ

ポールに拓商局を設け,南洋在住華僑資本の融資

を募った10)｡実際に,多 くの南洋華僑が招股に応

じ,短期間のうちに建設費の調達が可能となった

のである11)｡南洋華僑資本の誘致は外国資本の介

入を避けるための方策でもあった｡大陸における

鉄道建設の実情が物語るように,国家の 動̀脈'

となる鉄道建設-の外国資本の投資は,列強諸国

への経済的従属を意味するのである｡

鉄道敷設は,西海岸沿い南北縦貫計画のもと

に,1887(光緒13)年 7月,台湾鉄路総局が台北

に設けられ,翌1888年,起工 した｡建設工事は,

兵勇(兵士)のほか,サンフランシスコ,メルボルン

及び南洋各国の華僑が従事し,設計 ･測量 ･監督

お茶の水地理 第32号 1991年

第 1表 措賦事業土地調査

田園面積 税 収

実施前 71,153(甲) 183,366(両)

実施後 425,241 674,448

1896 361,447 9,652,000(丹)

資料 ;楊碧川 (1988):台湾史年表

には ドイツ,イギリス人技師を招聴 してこれにあ

たらせた｡また建設開始当初の運営監督には華僑

があたっていた12)｡1888(光緒14)午,まず台北～

基隆路線約291皿を台北大稲堤から着工 し,1891

(光緒17)年に竣工,一方,台北～台南路線も同

年に着工し,1891(光緒17)年にすでに割が巡撫

を辞任した後,亀嵩嶺 (亀山)に達 し,1892(光

緒18)年に大糊口 (糊口)までが完成,1893(光

緒19)午,新竹まで約781皿が漸 く開通したのであ

る｡工事費は,約129万 6千両に及んだ13)0

しかし割の後任の郡友嫌巡撫は財政困難を理由

に,劉の台南までの敷設計画の中止を決定した｡

結果として清末までに建設された鉄道路線は,第

2図に示すように,台北を起点とする基隆,新竹

路線の2路線,全長106.71皿,16駅となる｡軌道幅

資料 ;台湾省文献委員会 :台湾史,台北県文献委員会 :台北県志巻二蕗城志

第 2図 台北～基隆 ･台北～新竹鉄道路線図 (1895年)
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員は3.3m,線路幅は1.1mで,英国から輸入され

た15け ･25け機関車計 8両,客車20両,貨車26両

を運行 した｡また路線間には淡水河鉄橋 (366m)

の他,74座の橋梁,溝渠568ヵ所が建設された14).

また,郵政 ･電信妊L織が確立 し,本土との通信

網が開設された｡すなわち,本土との郵船の定期

往来が始まり,一方電信網においては,1887(光

緒13)午,海尾 (淡水)海口から福州の芭蕉島間

と,安平 (台南)海口から彰湖島姫官港間に水路

電線が完成 したのである｡水路電線の沈設工事は

英国商社との協約の下に進捗 した｡

結果的に,基盤整備は土地整理や鉄道網など,

北部地域で重点的に実施され,台湾内部の基盤整

備状況は不均衡なまま終わることとなった｡

3. 経済開発政策

台湾では,開拓が南部に始まって間もな く,18

世紀始めから大陸との交易が始まり,早くから商

品経済が発達 していた｡台南では,1720年に大陸

と同様の商業魁織-郊が組織され,交易活動を支

配 し､大陸との交易関係が一層密接になるにつれ

て主要輸出産品である米 ･糖生産 も拡大化 して

いった｡1860(成豊10)午,北京条約の締結によ

る強制開港後,西欧列強諸国の資本進出によって,

台湾の経済構造は大きく変化する｡台北において

茶業が開発されたのに伴い,｢洋行｣(外国商社)

が台北を拠点として貿易を展開するようにな り,

台湾経済は世界経済-と阻みこまれいくのである｡

同時に主要輸出産品も米 ･糖から茶-と変化 し,

1870年以降茶の世界的な集散地となった台北が台

南に替わって台湾の経済中心地となった15)｡

このように台北は国際的な商業流通の中心 とし

て発展 していくが,結局,台湾は大陸本土や他の.

アジア諸国同様,列強諸国の半植民地-の途を辿

りつつあったといえる｡

劉銘侍は,こうした外国資本-の従属状態を克

服するため,土着産業資本の発展を促す政策を商

品作物生産,貿易部門において実施 した｡すなわ

ち強行的な専売事業化,土着資本-の特権の付与

などである｡この経済開発政策は,結果的に台湾

の北部中心の経済構造を強化することにな り,台

北が経済的中心地としての機能を一層充実させて

いく要因ともなる｡以下に,経済開発政策の経緯

を見ていきたい｡

(1) 産業開発政策の展開

茶業,樟脳業は台湾の当時の基幹産業である｡

それらの主要産地台北には,管理局が置かれ,土

着資本の保護政策が進められる一万,新たな商業

的農業の開発も積極的に進められた｡

茶業において,烏龍茶市場は前述のように1860

年から,外国資本の独占するところであり,台北

がその世界的な流通中心となっていた｡他方,華

南は,包種茶市場 (福州で精製を行 う)を1881

(光緒 7)年に開拓していたが,劉銘樽はその保

護育成政策を立てている｡すなわち茶の集散地,

台北大稲堤に1889(光緒15)午,華人茶商によっ

て構成される茶郊 (商業組合)｢永和興｣を設立 し

て包種茶取引の拠点とし,品質向上,販路確立,

価格統制,市場拡大,商業取引の公正化を計画的

に図ったのである16)｡北アメリカ方面を主な輸出

先とする烏龍茶市場に対して,包種茶市場は東南

アジア方面に販路を開拓し17),外国資本 と競合 し

ない市場での土着資本の成長を促進する契機 と

なった｡その輸出量は,第 3図のように急速に増

大した｡

東嘉生 (1936)清朝下台湾の貿易と外国商業資本,

政治科学研究年報,第三輯,台北帝大文政治部

第 3図 包種茶輸出量
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また,樟脳業は劉銘侍が産業開発上,特に重点

を置いた産業である｡有力土着資本に対して公金

を貸与して樟脳業経営を委託 していたことから

も,そのことがうかがえる18)｡その背景には,樟

脳業からの税収があった｡樟脳に対する税金は座

金19)と海関税に加え防費 (製造税)20)が課され,多

額の税収が望めたのである｡

樟脳は1858(成豊 8)午,台北近郊の大料瑛

(大湊)を主要産地とし,外国資本によって開発

され,外国資本の独占産業だったが,1868(同治

7)年外商との協議により,自由採取 ･自由販売

が取 り決められていた｡劉銘樽は,1886(光緒

12)午,樟脳業を台湾省の専売事業とすることを

策定し,翌年台湾脳務総局を台北に創設して全台

の樟脳採取事務を掌握させた｡大薪炭には脳務培

査局を設置 して台北地方の樟脳生産を総括管理

し,中部 ･東部 ･南部各産地にも脳務支局を設

置,樟脳製造の監督,防費の徴収にあたった｡樟

脳輸出は第 4図の通 り台湾北部,淡水港において

拡大している｡

しかし専売に対する外国勢力からの圧力は激 し

く,結局1990(光緒16)年再び樟脳は取引自由化

が施行されるにいたった｡

硫黄業も省の専売事業とし,1886(光緒12)午

お茶の水地理 第32号 1991年

に硫黄局を台北に設置,鑑札を下付して採掘を請

け負わせ,座金 ･海関税及び防費を徴収した｡

以上の産業のはか,劉銘樽によって奨励された

商品作物は,蘇,膝,藍などに及び,また大稲堤

において桑を植樹 し,養蚕業開発を行 うなど,新

規産業の振興にも努めた21)0

(2) 貿易環境の整備

対外貿易関係の拡大化に伴い,通商関連部門を

管轄する行政機関が台北に設置され,台北をめぐ

る貿易環境が整備された｡

通商事宝の拡大化と対外折衝を担当する台湾商

務総局が1887(光緒13)午,台北に設立された｡

その業務は,①爵外交渉事務,②外国租界事務,

③洋行通商事務,④買弁崩名存案事務,⑤保護外

人遊歴事務,⑥教堂交渉事務,⑦照会往来事務,

⑧各国領事訪問事務,⑨中外人民互訟事務の多岐

に捗る｡

また,1889(光緒15)午,通商局を設置,航海

及び鉄道など商業活動上の交通に関連した事務を

一括 して管理させた｡

台湾における輸出入総額は,第 2表が示すよう

に,1890-1895年の間に倍増 している｡

以上のような台北を中心とする経済基盤整備の

進展は,台湾内部での開発の不均衡を拡大化する

ことにもなり,台北-は台湾の中心都市としての

都市機能が一層集積していく結果となる｡

第 2表 清末輸出入総額

(100海両)

輸 出 輸 入 出 超

1865 929 1,409 - 480

1870 1,668 1,463 205

1880 2,962 2,22云 704

1885 6,448 3,580 2,908

1890 5,616 3,195 2,420

1895 9,425 4,839 4,613

資料 ;第 1表に同じ

東嘉生(1936)清朝下台湾の貿易と外国商業資本,

政治科学研究年報,第三輯,台北帝大文政治部

第 4図 樟脳輸出量
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4. 清末台北の都市空間

都市機能の付加が進む台北では,都市空間その

ものの ｢近代化｣が推進された｡本章では劉銘樽

の都市整備事業によって,従来の伝統的都市空間

がいかに ｢近代化｣され,あるいはまた,保持さ

れたのかを明らかにしたい｡その都市空間は,日

本植民地時代における都l吊ヒ過程の原型としての

意味を持つものと考える｡

台北 IJj都市空間は1720年ごろから形成された艦

紳地区と,1853年から発展した大稲埋地区によっ

て形成され,台湾の経済的中心地としての壊能を

担っていたが,1875(光緒克)午,清朝政府に

よって,台北府が設置されたのに伴い,台北府城

の建設地としてこの2地区の隣接地が選定され,

1879(光緒 5)午 ,城壁が建設された｡ これに

よって中国の伝統的都市景観が創出されることに

なる｡城壁に囲まれた城内地区は,｢政治的空間｣

として,政治的楼関の設置,政府による商店の誘

致が行われ,計画的に都市化が促進された｡

(1) 清末台北の都市空間整備

都市空間の形成において街路網はその土台とし

て重要な役割を果たす｡艦碑,大稲堤においては

寺廟の建立が街路網派生の契機となったが,城内

においては,街路の建設が全ての建設に先立って

行われた｡すなわち城壁の完成以前,1878(光緒

4)年に府後衛 (現館前衛),府前衛 (重慶南

路),府直街 (裏陽街)が建設されたが,当時の城

内は2,3軒の店舗以外,全域に田地が広がる状

況であった｡その後,台北府の位置する城内北部

区域に,街路が建設されてい くのである (第 5

図)｡街路の建設に続き,台北知府陳星衆によっ

て,1879(光緒 5)年店舗建設の奨励が告示され

た｡この時,間口一丈八尺 (約5.5m)という店舗

の建築基準が定められ,この ｢丈八｣という基準

は現在も適用されている22)｡城内の商業地域は西

北区域を中心に形成され,西門街 (中華路),新起

資料 ;黄淑清 (1985) :台北路街史,台湾壁図,台湾総督府 (1914) :台 湾 事 情 な ど

第5図 倍末 城内街路及び諸機関の 立 地
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街 (漠中衛),石坊街 (衡陽街)には二階建の亭仔

脚を備えた店舗が並び,そのなかで,石坊街が中

心商店街として発展 した23)0

劉銘樽の治政下では,街路の建設や商店立地の

奨励のみならず,都市環境の整備が都市計画に加

わった｡1887(光緒13)午,スチームローラ (追

路圧搾器械)を買入れ,大道 (府前衛,府後衛,

北門街 (博愛路),西門街,石坊街,新起街)を均

して整備 し24),特に城内のメインス トリー トであ

る石坊街の道幅約10.3mの路面には候石,卵石が

お茶の水地理 第32号 1991年

敷設された25)｡また整備された城内,大楠埋,症

碑の街路には,上海から輸入した人力車150輔及

び馬車を走らせて交通の便を図った26)｡ただ し,

城内 ･大稲堤 ･艦肝の3地域の間には,まだ田地

や沼,墓地が点在 していた (第 6図)0

城内の巡撫街門,布政使街門,機器局などの官

庁や城内の商業地区や艦碑の廟などには電燈が架

設され,近代的都市景観が創出されていった｡

また,都市生活環境の維持 ･改善も行政的に推

進された｡まず,都市施設の管理及び整備を司る

【凡例】

Eヨ 田

【至ヨ 芯地

団 建築物の密集地

匿 ヨ 外国人居留地

■コ■⊂暮 鉄道◆171lJh領事館

◆2 わ ンダ領事館

◆3 フランス領事館

◆4 ドイツ領事館

▲1 柄政局(1887)

▲2 興市公司(1887)

★1 大瓶 h臥卜砲台(1886)

★2 人拙LLrt-･1̂苑地 (1886)

★3 機器局(1885)

★4 iF狼局(1885)

資料 ;目拠初期台北市街図,

黄淑清 (1985) :台北路街史,など

第6図清
末台北土
地利用図

一
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機関として,興市公司が1887(光緒13)年設けら

れ,台北城内の街路修理や家屋の建築 ･修築,あ

るいは家屋の住民-の貸与などの対応を行ったの

である｡都市生活環境改善策としては,市街の浄

化 ･衛生管理を目的とする道路清理事業が実施さ

れた｡1887(光緒13)午,清理街道局が設置さ

れ,台北を始め台湾各都市に清理街道委員が派遣

され,各地の兵士が市街内外を巡察し,住民を監

督 して,街道,溝渠の清掃を行わせたのである27)0

さらに,飲料水の水質改善を行い,伝染病を防止す

るため,日本から技師を招来して台北城内の北門

街,西門街,石坊街の3ヶ所において折井した28)0

これらの事業は,台北における初めての都市計

画だったといえる｡

一方,都市空間の整備とともに,台北-は行政

中心Lとしての台北を担 う都市機能が集中的に立地

した｡諸機関の立地状況は第 5,6図に示すとお

りである29)0

建省前後は軍事関連諸施設が多く建設された｡

1885(光拷ll)年に軍装機器局 (軍器製造所),支

応局 (兵士の給与管理)を建設,翌1886年には常

務所署 (参謀本部),大龍胴の小砲台 ･火薬庫,善

後局 (兵営の程銅補給管理),硝薬製造局 (軍装機

器周の管轄)が建設されている｡軍事施設は,主

に大稲埋とその周辺地区に配備された｡

軍事施設が整備されると,政治的機関や文教育

機関,医療施設の立地が始まった｡

政治的機関については,城内に台湾省の行政中

枢が集中した｡1885(覚緒ll)午,行政最高機関

である行台が設立されたが,これは1891年の巡撫

街門設立まで機能した｡日本統治時代,総督府が

建立された地である｡翌1886年には,法審局 (戟

判所)が撫台衛門内に設置され,続 く1887年,財

政部門を司る台湾布政使街門及び巡撫署が建設さ

れた｡1888年になると台北藩庫 (国庫金収蔵所)

が設けられ,1891年には,5万 6千 7百元余を費

やして巡撫街門が建立された｡また1893(兼緒l

9)午,淡水県署が再建された｡

文教育機関としては,外国の教育制度を取 り入

れた近代的教育を実施する学校が設けられたこと

が注目される｡1887(光緒13)年設立の西学堂で

は,英語 ･フランス語及び歴史地理 ･数学 ･製図

･測量 ･国学経典などの教科を教育した｡その教

育には英国留学経験のある清国人と英国人があた

り,生徒数は50-60名に及んだといわれる｡また

同年,蕃人 (先住民)に教育を行 う蕃学堂及び,

電報通信事務を教育する電報学堂が大稲堤に建設

され,後に城内-移設されている｡このほか実現

されなかったが,日本語教育を行 う日学堂の建設

計画もあったのである｡教育とはすなわち儒教教

育を意味していた当時においては,伝統を打ち破

る画期的な教育改革で,割の近代化思想の一端を

示すものであるが,劉銘樽の後任となった郁友嫌

巡撫によって即座にこの3学堂は廃止された｡

また,儒教的教育施設も同様に城内に建設され

た｡すなわち古今の蔵書を有する登癌書院,台湾

府考棚 (科挙試験場)である｡

一万において,1886(光緒12)年に台湾で初め

て西洋医療を施す医療施設,官医局,官薬局,及

び兵士専用の養病院が城内の考棚内に設けられた｡

このように台北は近代的都市空間が急速に創出

されていく一方,伝統的な寺廟も建立されている｡

寺廟は移住民の開拓過程において,集落及び都市

形成の象徴としての意味を持っていたが,城内に

おける寺廟の建立は,従来の伝統的空間形成の特

徴が継承されていることを示すものである｡

以上の台北の公共建築物の建設費用は間断両省

からの5万両の援助金及び,台湾内の富裕層や地

主層からの寄付によって賄われた30)0

(2) 台北の都市構造

上記のように城内地区においては積極的に諸機

関が設置されたが,劉のわずか 6年の在任期間で

は,台北城内の都市整備は未完に終わ り,土地利

用は,30%の区域に諸官庁及び商店が立地するの

みで,残 りは田地という状況にあった (第 5図参

照)31)｡晴代の城内人口の記録は残されていない

が,日本統治下に入って4年後の1899年の城内人

口は第 3表の通 り,かなり少ない｡城内が ｢政治

的空間｣として,居住地域とは隔絶した機能地域

として形成されつつあったこと,また住宅 ･商業

地区が拡大化していた大稲堤 ･艦紳地区と比較し

て,開発途上地域だったことをあらわしている｡こ

こから日本時代,城内が日本人居住地となった必

然的条件が生じる｡城内は植民地政府関係官庁 ･

諸施設に近接していたのみならず,台北都心部に

おける唯一空自区域が広がる空間だったのである｡

日本統治時代に入って城壁は取 り壊されるが,

城内に既設の街路はそのまま引き継がれ,また政
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第 3表 台北三地区人口統計 (1899年)(人)

本省人 日本人 計

猛 紳 20,317 3,239 23,556

大 稲 堤 31,715 1,555 33,270

城 内 795 6,772 7,567

資料 ;台湾省文献委員会 (1972) :
『台湾省通誌』巻二人民志人口篇

治的空間としての機能も継承された｡

大稲堤は,劉銘樽によって,商業地区及び外国

人居留地 (淡水河沿岸部) として指定され,アメ

リカ,オランダ,フランス, ドイツ各国領事館が

淡水河沿岸部に立地 した｡而後,この付近一帯に

は洋館が立ち並び,また有力貿易商や知識人など

が多 く居住する高級住宅区域として位置づけられ

てい くのである｡

こうして台北の都市空間は,政治的空間である

城内,外国貿易に特化 した商業地区及び,外国人

居留地を擁する上層階級の居住地である大稲堤,

在来貿易,国内商業に特化 した商業地区及び,中

･下層階級の居住地である艦肺と,機能分化 して

いった｡

か くして1894(光緒20)午,台北は台湾省都と

定められた｡

5.結 語

清末台北の都市空間形成を,劉銘樽の近代化事

業推進との関連から把え,経済中心からさらに行

政中心都市として,空間整備されていく過程を考

察 してきた｡

以上見てきたことから清末台北の都市空間は,

措代の伝統的な都市の形成原理から,日本の植民

地的都市形成原理-の移行期にあって,確実に都

市機能の合理化が進み,｢近代化｣の方向-変容

しつつあったといえる｡ しかしその一万で,寺廟

の建立に見られるように,伝統的な都市空間も同

時に保持されているのである｡劉銘侍の改革は清

朝及び台湾の保守派官僚の方針に反 し,結局は計

画半ばにして,強大な封建的体制の前に完遂に致

らなかった32)｡台湾における本格的な近代的都市

化は,植民地支配下において成 し遂げられること

お茶の水地理 第32号 1991年

になる｡

経済的基盤もまた,西欧列強諸国主導の外国貿

易に依存 し,1860年の開港以後の台湾経済は,西

欧列強諸国の帝国主義的経済 システムのなかで

｢従属的発展｣を遂げたに過ぎない｡その構造は

日本統治時代,支配システムを日本資本主義に替

え,一層従属化を深めてい くことになる｡

最後に問題点をいくつか指摘 し,今後の課題 と

したい｡

ひとつは,本論で述べた台北の近代的都市化過

程は大陸の洋務運動の一環ともいえるが,劉銘樽

の ｢近代化｣推進は,対外的な従属構造を克服す

ることを目的のひとつとしてお り,近代的技術導

入だけを図 り,そのために積極的に外資誘致を促

した大陸の洋務派33)とは,全 く ｢近代化概念｣が

異なっているとい う点である｡劉の実施 した諸事

業の統計資料が散逸 し,保存されていないため,

具体的分析には限界があるが,両者を比較対照す

ることによって,清末台北の近代的都市化過程の

意義が一層明確になるものと考える｡

また,台湾内部で,経済的発展の不均衡が発生

した過程 も,より詳細な分析を必要 とする｡それ

はまた,現在の台南の保守的な地域性 とも関連が

あると考えられ うるのである｡

本論においては,括末台北の都市空間の景観的

変化にのみ焦点をあて,社会構造の変化について

考察することはできなかった｡計画的に機能区分

されたことによって,従来の移住民社会の居住構

造がいかに変容 していたかとい う点も,今後明ら

かにされなければならない問題である｡

以上の観点からの分析を深めていくとともに,

今後の課題 として,日本統治下における都市化過

程を,多角的に検討 していきたい｡

注

1)植民地経営下の近代化について論難している論文と
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湾経済史』第一,二冊が挙げられる.評価している

論文は,張漢裕 ･R.H.Myers(1963):Japanese

ColonialDevelopmentPolicyinTaiwan1895-

1945;A CaseofBureaucraticEntrepreneurship,
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